
交通安全協会だより（令和２年１０月号）

命を守る 後部座席シートベルトの着用！
～被害者にも加害者にもならないために～

県警察とＪＡＦが実施したシートベルトの着用率状況によると、一般道路での後部座席のシー

トベルトの着用率は４６．５％に留まっています。

これは、運転席９８．１％、助手席９２．４％に対し大きく下回る結果となっています。

全席シートベルト着用が義務化され１０年以上が経過するにも関わらず、残念ながら多くの方

が後部座席のシートベルトの着用を怠っているようです。

後部座席を含め、全ての座席でシートベルトの着用を徹底しましょう。

徳島県におけるシートベルト着用率状況

年 別 運 転 席 助手席同乗者 後部席同乗者

９８．４％ ９１．５％ ３４．１％
平成２７年

（９８．４％） （９４．６％） （３５．１％）

９８．５％ ９０．８％ ４０．０％
平成２８年

（９８．５％） （９４．９％） （３６．０％）

９８．３％ ９４．３％ ４２．８％
平成２９年

（９８．６％） （９５．２％） （３６．４％） シートベルトを備えている自動

９８．４％ ９０．９％ ４５．７％ 車を運転するときは、運転者自
平成３０年

（９８．８％） （９５．９％） （３８．０％） 身がこれを着用するとともに、

９８．１％ ９２．４％ ４６．５％ 助手席や後部座席の同乗者にも
令 和 元 年

（９８．８％） （９５．９％） （３９．２％） シートベルトを着用させなけれ

（ ）は、全国における着用率の状況 ばなりまりせん。
（道路交通法第７１条の３）

シートベルト非着用の危険性
後部座席において、シートベルトを着用していない場合は、事故の衝撃で身体が飛ばされてし

まう可能性が高く、前の座席で頭を打ってしまったり、車外に放出される危険性があり、実際、

シートベルト非着用の場合は、交通事故の死亡確率が非常に高いという統計が出ています。

警察の平成３０年の調査では、シートベルト非着用時の致死率（死傷者数に占める死者数の割

合）は、シートベルト着用時の約１５倍であることがわかっています。

自動車の座席に座る時 きちんとシートベルトを着用していますか？

あなたが、後部座席に座る時、ついつい、気の緩みからシートベルトの着用を怠ってしまうこ

とはないでしょうか。

後部座席であっても、交通事故が起きた際の致死率がシートベルト着用時と比べて非常に高い

ことは明らかです。

２０２０年９月から、新型車へのシートベルトリマインダー（シートベルトが装着されていな

い場合、運転者に警告する機能）の搭載義務化が、後部座席を含む全席へ拡大されました。

シートベルトを着用する理由、それは「罰則があるから」「リマインダーがあるから」ではあ

りません。

自分自身、そして同乗者の安全と命を守るため、後部座席においても確実なシートベルト着用

の徹底に努めましょう。


